
令和２年度第８回七戸町教育委員会定例会議事録 

 

１ 開催日時  令和２年１１月２７日（金） 午前９時２７分 

 

２ 場  所  七戸庁舎 ３階 大会議室 

 

３ 出席委員  教育長 附田道大、委員 山田典郎、同 山本貴子、同 附田由喜枝、

同 菊池龍達 

 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 職員氏名  学務課長 鳥谷部慎一郎、生涯学習課長 田中健一、中央公民館長 髙

田博範、南公民館長 髙田美由紀、世界遺産対策室長 甲田美喜雄、学

務課長補佐 中村大樹 

 

６ 議事日程  

  日程第１ 議事録署名委員の指名について 

  日程第２ 会期の決定について 

  日程第３ 傍聴人の制限について 

日程第４ 報告第 15号 令和２年度１１月教育長等一般経過報告について 

  日程第５ 報告第 16 号 七戸町議会文教厚生常任委員会審議報告について 

日程第６ 議案第 27号 七戸町公の施設における指定管理者の指定について 

日程第７ 議案第 28号 令和２年度教育事務に関する点検及び評価報告書について

（令和元年度事務事業分） 

日程第８ 議案第 29号 令和２年第４回七戸町議会教育委員会補正予算案について  

日程第９ その他 

 

７ 傍聴人   なし
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

学務課長 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

ただいまから令和２年度第８回七戸町教育委員会定例会を開会いた

します。 

只今の出席者は５名で、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」

第１４条第３項に定める定足数に達しておりますので、会議は成立して

おります。 

日程第１、議事録署名委員の指名をいたします。２番山田委員と４番

附田委員を指名いたします。 

日程第２、会期の決定をいたします。会期は１１月２７日、本日１日

としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。 

したがいまして、会期は本日１日と決定します。 

日程第３、傍聴人の人数の制限についてお諮りします。 

傍聴人の人数を七戸町教育委員会会議傍聴規則第３条の規定に基づ

き、６人に制限したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

                

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。よってそのように決定し、議事を進めます。 

日程第４、報告第１５号「令和２年度１１月教育長等一般経過報告に

ついて」を学務課長から説明願います。 

 

（報告第１５号について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

次に、日程第５、報告第１６号「七戸町議会文教厚生常任委員会審議
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学務課長 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

生涯学習課長 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

学務課長 

 

教育長 

 

報告について」を学務課長から説明願います。 

 

（報告第１６号について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

 （なしの声） 

 

次に、日程第６、議案第２７号「七戸町公の施設における指定管理者

の指定について」を生涯学習課長から説明願います。 

 

（議案第２７号について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

これより、議案第２７号「七戸町公の施設における指定管理者の指定

について」を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

 

（異議なしの声） 

 

次に、日程第７、議案第２８号「令和２年度教育事務に関する点検及

び評価報告書について」を学務課長から説明願います。 

 

（議案第２８号について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 
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山田委員 

 

 

 

学務課長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

附田委員 

 

 

中央公民館長 

 

 

 

山田委員 

 

２１頁の施策別主要事業一覧の評価結果の捉え方について、「継続」

欄に丸印がありつつ、「見直し検討」欄にも同時に丸印があるのは、ど

ういう意味になりますか。 

 

この場合は、事業自体は継続していきますが、効果や効率性などの観

点から運営方法等の課題について見直し検討を図る必要があるという

評価となったことを意味します。 

 

これより、議案第２８号「令和２年度教育事務に関する点検及び評価

報告書について」を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

 

（異議なしの声） 

 

次に、日程第８、議案第２９号「令和２年第４回七戸町議会教育委員

会補正予算案について」を学務課長から順次説明願います。 

 

（学務課長、生涯学習課長、中央公民館長、南公民館長、中央図書館

長、世界遺産対策室長の順で、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

１月１０日成人式に出席する成人は、コロナウイルス抗原検査を受け

ることとなっていますが、検査は何日と決まっているのですか。 

 

現在、中央公民館において検査希望日を徴取しているところです。七

戸病院では１２月２６日から１月１０日まで検査できる体制をとって

いますので、検査日を割振りして検査していただくこととしています。 

 

新体育館について、建築確認申請でサブアリーナが集会場として用途
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生涯学習課長 

 

 

 

 

山田委員 

 

 

生涯学習課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

学務課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

が変わるということですが、集会場となることによって公式な大会等が

開催できなくなる可能性はありますか。 

 

建築確認申請上の用途として、メインアリーナは体育館、また、サブ

アリーナは集会場となり、新体育館の名称は総合アリーナ、サブアリー

ナの名称は多目的ホールとなりますが、大会等の開催については全く支

障ありません。 

 

公民館は町の避難所になっていないと思いますが、集会場になること

によって、新体育館も避難所となるのでしょうか。 

 

避難所に指定されることになると思います。 

 

これより、議案第２９号「令和２年第４回七戸町議会教育委員会補正

予算案について」を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

 

（異議なしの声） 

 

次に、その他連絡事項について、学務課長から説明を求めます。 

 

 （その他連絡事項について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、１２月、１月の定例委員会の日程について

確認いたします。 

１２月定例会は、１２月２２日（火）９時３０分から、１月定例会は、

１月２２日（金）９時３０分からとします。 

以上で、本日予定された日程は全て終了しました。 

よって、本日の会議を閉会します。お疲れ様でした。 

 

午前１０時２４分終了 

 



5 

 

 

以上の議事録は、学務課長補佐が記載したものであるが、内容

に相違ないことを証明するためにここに署名する。 

 

２番 山田委員                       

 

４番 附田委員                       

 


